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札幌新聞
≪渡良瀬橋（わたらせばし）≫

写真スペース

渡良瀬橋（わたらせばし）は、栃木県足利

市のほぼ中央を流れる渡良瀬川に架か

る下路平行弦6連ワーレントラス橋。

橋長243.27m、幅員5.5m。

森高千里がこの橋をモデルに同名の楽

曲を発表したことによって存在が全国的

に知られるようになり、観光名所となっ

ている。

橋の上より望む夕日の美しさは森高の

曲に歌われるほどで、西側に並行して架

かる歩行者・自転車専用の橋から夕日を

見ることが可能である。

なお実際の渡良瀬橋には歩道はなく、渡

良瀬橋は歩行者および自転車の通行が

禁止されており、その旨の標識が設置さ

れている。

橋の周囲には「渡良瀬橋」の歌碑が

2007年に建てられ、碑の横のボタンを

押すと「渡良瀬橋」が流れる。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』
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パワーハラスメントの類型化 （出典：厚生労働省）

ハラスメントに対する予防と対応

１　ハラスメントに関する内容、義務等を明確化

　（１）就業規則・・・ハラスメント（パワハラ、セクハラ、マタハラ）

　（２）職場のハラスメント防止規程・・・別途定める

２　経営者から社内全体に向けて発信と教育

　（１）社内全体に向けて発信

　（２）管理者・一般社員への教育

３　被害者からの相談等をうけたら対応

　（１）相談票などを用いて行う

　（２）実態の確認・・・本人、相手方、その他社員に確認

４　行為者の処分を検討、再発防止策の策定

（６）個の侵害
（私的なことに過度に立ち
入ること）

①労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物
   の写真撮影をしたりする
②労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の
   機微な個人情報について、当該労働者の了解を
   得ずに他の労働者に暴露する(★２）

①労働者への配慮を目的として、労働者の状況等に
   ついてヒアリングを行う
②労働者の了解を得て、当該労働者の機微な個人
   情報（左記）について、必要な範囲で人事労務部門
   の担当者に伝達し、配慮を促す

★１　相手の性的指向・性自認の如何は問いません。また、一見、特定の相手に対する言動ではないように見えても、実際には特定の
　　　 相手に対して行われていると客観的に認められる言動は含まれます。
　　　 なお、性的指向・性自認以外の労働者の属性に関する侮辱的な言動も、職場におけるパワーハラスメントの３つの要素（前ページ
　　　 を参照してください）を満たす場合には、これに該当します。
★２　プライバシー保護の観点から、(６)(イ)②のように機微な個人情報を暴露することのないよう、労働者に周知・啓発する等の
　　　 措置を講じることが必要です。

①人格を否定するような言動を行う。相手の性的
   指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む。（★１）
②業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる
   厳しい叱責を繰り返し行う
③他の労働者の面前における大声での威圧的な
   叱責を繰り返し行う
④相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子
   メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに
   送信する

①遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、
   再三注意してもそれが改善されない労働者に
   対して一定程度強く注意をする
②その企業の業務の内容や性質等に照らして重大
   な問題行動を行った労働者に対して、一定程度
   強く注意をする

（２）精神的な攻撃
（脅迫・名誉毀損・侮辱・ひ
どい暴言）

（３）人間関係から切り離し
（隔離・仲間外し・無視）

①自身の意に沿わない労働者に対して仕事を外し、
   長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修
   させたりする
②一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、
   職場で孤立させる

①新規に採用した労働者を育成するために短期間
   集中的に別室で研修等の教育を実施する
②懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、
   通常の業務に復帰させるために、その前に、一時
   的に別室で必要な研修を受けさせる

①労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務
   量を軽減する

（４）過大な要求
（業務上明らかに不要なこ
とや遂行不可能なことの
強制・仕事の妨害）

①長時間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境
   下での勤務に直接関係のない作業を命ずる
②新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま
   到底対応できないレベルの業績目標を課し、
   達成できなかったことに対し厳しく叱責する
③労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理
   を強制的に行わせる

①労働者を育成するために現状よりも少し高い
   レベルの業務を任せる
②業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務
   の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の
   処理を任せる

（５）過少な要求
（業務上の合理性はなく能
力や経験とかけ離れた程
度の低い仕事を命じるこ
とや仕事を与えないこと）

①管理職である労働者を退職させるため、誰でも
   遂行可能な業務を行わせる
②気にいらない労働者に対して嫌がらせのために
   仕事を与えない

パワーハラスメントの類型化と予防・対応

代表的な言動の類型 （イ）該当すると考えられる例 （ロ）該当しないと考えられる例

（1）身体的な攻撃
（暴行・傷害）

①殴打、足蹴りを行う
②相手に物を投げつける

①誤ってぶつかる
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１　相続（遺言も含みます。）によって、不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から

    ３年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

２　遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日

　　から３年以内に、相続登記をしなければなりません。

上記１と２のいずれについても、正当な理由（※）なく義務に違反した場合は

１０万円以下の過料（行政上のペナルティ）の適用対象となります。

（※）相続人がきわめて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の

       把握に多くの時間を要するケースなど多くの時間を要するケースなど。

なお、令和６年４月１日以前に相続が開始している場合も、３年の

猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続

したら、早めに登記の申請をしましょう。

会社（株式会社）や法人（一般社団法人等）は、登記した事項に変更があったときは、２週間以内に

変更の登記をする義務があります。

特に役員の登記については、注意が必要となります。

なぜなら、会社（株式会社）や法人（一般社団法人等）の役員には、「任期」があるからです。

全ての役員が再任（更新）された場合でも、厳密には、任期満了に伴い、再び選任されて就任したと

考えますので、役員変更の登記を行う必要があります。

この登記が、実際に行うべき時から、大幅に遅れてしまった場合、

過料（行政罰）を科せられる可能性がありますので、まずは、会社の

登記簿謄本（履歴事項全部証明書）と会社の定款で任期を確認して、

登記を早く行う必要があります。

２０２４年(令和6年)４月１日から相続登記が義務化されます。

役員の変更登記を忘れていませんか？

なくそう所有者不明土地！

相続の登記をちゃんとされていますか？
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